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＜本資料における用語について＞ 

●「こども」と「子ども」の書き分け 

  こども家庭庁設立準備室が令和 4年 9月に発出した事務連絡「「こども」表記の推奨

について（依頼）」で示された判断基準に沿って、書き分けを行っています。 

  【判断基準】（１）特別な場合を除き、平仮名表記の「こども」を用いる。 

        （２）特別な場合とは例えば以下の場合をいう。 

          ① 法令に根拠がある語を用いる場合 

          ② 固有名詞を用いる場合 

          ③ 他の語との関係で「こども」以外の表記を用いる必要がある場合 

●「こども」と「若者」の定義 

「こども」…18歳未満の者その他心身の発達の過程にある者。 

※本計画の名称や一部の文脈においては、国のこども大綱やこども施策と 

 同様に、若者を含む表現として使用。 

「若 者」…思春期、青年期（概ね 18 歳から概ね 30 歳未満まで）の者。 

及び施策によっては、40 歳未満の者も対象。 

●用語説明 

「ヤングケアラー、若者ケアラー」 

  …「通学や仕事のかたわら、障害や病気のある親や祖父母、年下の兄弟など、 

本来、大人が担うと想定されている家族のケアをしている 18歳未満の子ども」

のことを言う。また、同様の状況の「18歳から概ね 30代までの若者」を、若者

ケアラーと言う。 
 

「不登校等」 

…不登校児童生徒の定義は、何等かの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要

因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるために年間

30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの。 
 
「○号認定」 

  …就学前の教育・保育を受けることを希望する全ての保護者の申請に基づいて、 

市町村が客観的基準に基づき、保育の必要性の有無や必要量を認定するもの。 

認定区分 年 齢 保育の必要性※ 対象施設・事業 

1号認定 3～5歳 
なし 

（幼児教育のみ利用） 
幼稚園・認定こども園 

2号認定 3～5歳 あり 保育所・認定こども園 

3号認定 0～2歳 あり 保育所・認定こども園・地域型保育事業 

※ 保育の必要性は保護者の就労や疾病等により家庭において必要な保育を受けることが困難で

ある場合に認定。 
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第１章    計画の概要 

 

１ 計画策定の背景・趣旨 

我が国では、少子化が予想を上回るペースで進む極めて危機的な状況であり、児童

虐待やいじめ、不登校、貧困、ヤングケアラーなどこどもの置かれている状況は深刻

化しており、その対応が喫緊の課題となっています。少子高齢化や核家族化により、

地域のつながりや家庭の機能の低下が生じてくる中、安心してこどもを産み育てるこ

とができ、こどもたちが誰一人取り残されることなく健やかに成長できるまちを目指

していくためには、私たちみんなでこどもたちを見守り、育んでいくことが必要です。 

このため国では、令和 5 年 4 月にこども施策を社会全体で総合的かつ強力に推進

していくための包括的な基本法として「こども基本法」を施行するとともに、こども

家庭庁を創設し、体制の強化を図られています。また、令和 5 年 12 月に「こども大

綱」を閣議決定、令和 6年 5月にこども大綱に基づく具体的な取組を一元的に示した

「こどもまんなか実行計画 2024」を決定し、こどもや若者の権利の保障に関する取

組や、少子化対策、こどもの貧困対策など、こどもや若者・家族への支援に係る施策

を進めることとされています。 

一方、本市では、誰もが安心してこどもを産み育てることができ、こどもたちが誰

一人取り残されることなく健やかに成長できるまちを目指し、令和 6年 1月に「大牟

田市子ども・子育て応援条例」を施行しました。本条例では、まちのみんなでこども

と子育てを応援するための基本理念や、「子どもの権利」「子どもが大切にすること」

「市の責務並びに地域住民等の役割」等を定めています。今後、本条例に規定する基

本理念等を踏まえながら、こどもの育成と子育て支援に関する様々な取組を総合的か

つ計画的に実施していくこととしています。 

このような背景を踏まえ、子ども・子育て支援法第 61 条第 1 項に基づき、国が定

める基本指針に即して策定している「第 2 期大牟田市子ども・子育て支援事業計画」

が令和 6年度をもって終了することに合わせ、こども基本法第 10 条に基づき、「大牟

田市こども計画」（以下「本計画」という。）を策定し、社会状況の変化に対応しつつ、

こども・若者施策を総合的・計画的に推進していきます。 
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２ 計画の位置づけ 

本計画は、こども基本法第 10 条第 2項に定める「市町村こども計画」であり、本

市におけるこども・若者施策に関連する計画等を包括するものとして策定します。 

「大牟田市総合計画」を上位計画とするこども・若者及び子育て支援の視点で具体

化する分野別計画として位置づけ、その他関連する計画と整合性・連携を図りながら

進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画期間 

本計画は、令和 7年度から令和 11年度までの 5か年を計画期間とします。 

なお、施策の推進状況や事業の利用状況等を把握しながら毎年度点検・評価を行い、

必要に応じて計画の見直しを行います。 

 

４ 計画の対象 

本計画は、こども基本法に基づき、心と身体の成長の段階にある人を「こども」と

し、こども及び若者（概ね 29 歳まで。施策によっては概ね 39 歳まで含む）とまち

のみんなでこどもと子育てを応援していく役割をもつ地域住民等を対象とします。 
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 ５ 計画の策定及び推進体制 

（１）大牟田市子ども・子育て会議 

地域住民（当事者である子育て世帯や若者など）や関係機関の意見を幅広く聞き取

り、計画の内容に反映させるとともに、進捗状況について点検、評価を行う会議です。

こども基本法第 11 条及び子ども・子育て支援法第 72 条に基づく審議会として位置

づけています。 

 

（２）大牟田市子ども・子育て委員会 

計画を策定するために、庁内関係課の課長等で組織し、全庁的かつ総合的な意見の

集約及び調整を行う委員会です。 
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第２章    大牟田市の現状と課題 

 

１ 大牟田市の状況 

（１）人口の状況 

本市の総人口は年々減少しており、生産年齢人口の流出と老年人口の増加に伴い、

本市の高齢化率は上昇する一方で、年少人口は減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：第３期大牟田市まち・ひと・しごと総合戦略 資料編   
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（２）婚姻・出生の状況 

① 婚姻数・婚姻率の推移 

本市の婚姻数・婚姻率は、ともに新型コロナウイルス感染症の感染が拡大した 

令和 2年度以降に減少しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：大牟田市の保健福祉 

 

② 出生数・出生率の推移 

本市の出生数・出生率は、ともに令和元年度に減少し、新型コロナウイルス感染症

の感染が拡大した令和 2年度以降さらに減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

資料：大牟田市の保健福祉 

③ 合計特殊出生率の推移 

本市の合計特殊出生率は近年右肩下がりで推移しており、令和 4年で 1.41と 

なっているものの、全国・県と比較すると高い値となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

資料：大牟田市の保健福祉 
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平成17年 平成22年 平成27年

18歳未満の子どもがいる一般世帯 18歳未満の子どもがいる核家族世帯

18歳未満の子どもがいる核家族世帯の割合

※ 

平成27年 平成22年

（３）世帯・就業等の状況 

① 18歳未満のこどもがいる世帯の推移 

本市の 18歳未満のこどもがいる核家族世帯の割合は増加しています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：国勢調査（各年 10月 1日現在） 

 
※ア 住居と生計を共にしている人の集まり、又は一戸を構えて住んでいる単身者。ただ

し、これらの世帯と住居を共にする単身の住み込みの雇人については，人数に関係な
く雇主の世帯に含める。 

イ 上記の世帯と住居を共にし，別に生計を維持している間借りの単身者又は下宿屋など
に下宿している単身者 

ウ 会社・団体・商店・官公庁などの寄宿舎，独身寮などに居住している単身者 
 

 

② 女性の年齢別就業率の推移 

本市の平成 27 年の女性の年齢別就業率は、平成 22 年の調査と比較すると増加傾

向にあります。また、30～39 歳の年齢層では就業率が低下するＭ字カーブを描いて

いるものの、平成 22年の調査と比較するとＭ字カーブは緩やかになっています。 
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大牟田市 福岡県 全 国

③ 女性の年齢別就業率（国・県との比較） 

本市の平成 27年の女性の年齢別就業率を全国、県と比較すると、20～49歳では全

国や福岡県よりも高くなっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（各年 10月 1日現在） 

 

④ 育児休業の取得率の推移 

地方公共団体における本市の育児休業取得率は、女性職員は 100%で推移しており、

男性職員は増加傾向にあります。全国の市区町村・指定都市・都道府県においても、

本市と同様の傾向にあります。 

また、全国の企業・事業所では女性が 80%代で推移し、男性は増加傾向にあります。 
 

 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

大牟田市 

男性職員 0% 0% 0% 10.5% 20.0% 

女性職員 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

市区町村 

男性職員 11.8% 16.6% 24.2% 36.4%  

女性職員 99.0% 99.4% 99.4% 99.9%  

指定都市 

男性職員 24.0% 21.6% 28.9% 39.9%  

女性職員 99.8% 100.7% 100.0% 99.3%  

都道府県 

男性職員 16.8% 9.5% 14.9% 27.2%  

女性職員 101.0% 99.7% 101.7% 100.9%  

全国の 

企業・ 

事業所 

男性社員 

・職員 
7.5% 12.7% 14.0% 17.1%  

女性社員 

・職員 
83.0% 81.6% 85.1% 80.2%  

※育児休業取得率：年度中に新たに育児休業等が取得可能となった職員数に占める育児休業取得者数の割合 

資料：地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果、雇用均等基本調査（厚労省） 
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（４）児童家庭相談等の状況 

① 児童家庭相談の対応延べ件数及び児童虐待相談件数の推移 

本市の児童家庭相談室（現：こども家庭センター）における対応延べ件数は、令和

2 年度に新型コロナウイルス感染症の感染が拡大した影響を受けて一時減少しまし

たが、令和 4年度からは社会福祉士を配置して相談体制の強化を図ったことで、増加

傾向にあります。 

一方で、児童虐待相談件数については、体制強化を図るとともに子育て世代包括支

援センター（はぐはぐ Oomuta）と連携し、課題や不安を抱える世帯と早い段階から

関わりを持つ取組を推進したことで、減少傾向にあります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：大牟田市の保健福祉  

 

② 児童発達支援等の利用者数の推移 

児童発達支援は就学前、放課後等デイサービスは就学中のこどもに対して発達支援

を行うものです。本市のこれらの利用者数は、いずれも増加傾向にあります。 
 

 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

児童発達 

支援 
38 55 64 80 93 

放課後等 

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 
127 144 186 215 253 

資料：大牟田市福祉課 
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（５）教育等の状況 

① 教育相談の推移 

本市では教育相談室に、教育相談員、ひきこもり児童生徒訪問指導員を配置し、ス

クールソーシャルワーカー（SSW）※を含めた 3 者で連携を図りながら問題の早期解

決に取り組んでいます。また、令和 5 年度からは特別支援教育巡回指導員も配置し、

小学校の特別支援教育に関して様々な助言等を行っており、相談件数は増加傾向にあ

ります。 
 

相談の内容 
相談件数（延べ） 

令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

学業等 2 2 6 0 23 

不登校 1,783 1,430 1,762 1,785 1,941 

いじめ 0 0 1 3 1 

その他の学校生活 0 1 0 2 66 

性格・行動 32 29 22 58 117 

その他 10 1 7 17 8 

合  計 1,827 1,463 1,798 1,865 2,156 

SSWによる 

相談対応件数 
481 340 308 399 547 

資料：大牟田の教育 

※ スクールソーシャルワーカー（SSW）とは、社会福祉の専門的知識・技術を活用して、問題

を抱える児童生徒とその保護者への支援を行う者。 
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② 支援が必要な小・中学校の児童生徒の推移 

発達障害等により学校生活における介助や学習活動上のサポートなどの支援が必

要な児童生徒数は増加傾向にあり、特別支援教育支援員※を増員し対応しています。 
 

 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

全児童生徒数 7,715 7,749 7,704 7,530 7,447 

要支援と 

判断 

児童 

生徒数 
128 154 181 219 258 

出現率※ 1.66% 1.99% 2.35% 2.91% 3.46% 

特別支援教育支援員数 52 55 65 72 90 

資料：大牟田の教育 

※ 特別支援教育支援員とは、食事・排泄・教室移動の補助といった学校における日常生活上で

の介助や学習支援、安全確保などの学習活動上の支援を行う者。 

※ 出現率は、全児童生徒数(A)に対する該当児童生徒数(B)の割合（B/A×100）。 
 

③ 社会教育に対するニーズ 

本市が少子・高齢化社会において、学校教育以外の社会教育分野で特に力を入れる

べき取組は、「家庭教育の支援」が最も高く、次に「若者支援」、「少年教育」となっ

ています。 

年代別にみると、70 歳代では「若者支援」が最も高く、70 歳代を除く全ての年代

で「家庭教育の支援」が最も高くなっています。 

資料：大牟田市社会教育・生涯学習基礎調査研究～令和５年度調査研究報告書～ 
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 ２ 児童人口の推計 

令和 2 年～6 年の 1 歳ごとの人口（各年 4 月 1 日現在の住民基本台帳人口）に基づ

き、令和 7～11年度の児童人口を推計しました。推計結果によると、概ね就学前児童に

相当する 0～5歳児は令和 7年度の 3,539人から令和 11年度には 3,055 人となり、484

人減少、概ね小学生児童に相当する 6～11歳児は令和 7年度の 4,701 人から令和 11年

度には 3,946人となり、755人減少すると予測されます。 
 

＜推計方法の詳細＞ 

① 令和２年から６年の 5年間における 4月 1日時点の大牟田市住民基本台帳年齢別人口をもとに、 

年齢別変化率平均を算出し、コーホート変化率法※で推計。 

② 0歳人口を算出するための出生率は、出生率の低下が続いていることを考慮し、数年の平均ではなく取得

可能な直近の令和 4年の実績を使用。 

※ 同年又は同期間の過去における実績人口の動態から「変化率」を求め、それに基づき将来人口を推計する方法。 

     

◆ 就学前児童・小学生児童の人口の実績及び推計 ◆ 

単位：人 

 
実 績 推 計 

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年 令和９年 令和 10 年 令和 11 年 

０歳 698 628 604 553 532 518 503 490 480 471 

１歳 737 710 638 605 553 543 527 513 501 490 

２歳 810 755 706 632 614 557 546 533 520 507 

３歳 781 810 762 698 622 613 556 542 532 519 

４歳 786 778 798 747 696 614 603 555 539 529 

５歳 812 789 779 799 736 694 614 604 554 539 

０～５歳 

(就学前児童) 
4,624 4,470 4,287 4,034 3,753 3,539 3,349 3,237 3,126 3,055 

６歳 834 813 780 777 780 729 683 610 600 550 

７歳 877 833 808 786 772 782 728 687 611 600 

８歳 852 871 833 811 776 766 777 726 683 612 

９歳 958 853 860 843 809 775 761 775 726 686 

10歳 914 961 852 865 837 810 774 762 774 727 

11歳 894 907 963 856 863 839 808 770 762 771 

６～11歳 
(小学生児童) 

5,329 5,238 5,096 4,938 4,837 4,701 4,531 4,330 4,156 3,946 
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 ３ 第２期大牟田市子ども・子育て支援事業計画の振り返り 

（１）自己評価 

第 2期大牟田市子ども・子育て支援事業計画の計画期間においては、世界的に感染

が拡がった新型コロナウイルス感染症が市民生活に大きな影響を与え、本計画に記載

している多くの取組にも影響が出ました。 

参加者数を調整したり、非接触・非対面の手法を取り入れたりするなど、感染防止

対策を工夫しながら各施策に基づく取組を実施したものの、事業によっては十分に取

り組むことができない状況もありました。そのような中にあっても、全体としては概

ね計画に基づく取組の推進ができているものと考えます。 
 

教育・保育 

・待機児童は発生しておらず、全ての利用希望者が利用できている。 

・2 号認定(保育所に通う満 3 歳以上児)の増加と 1 号認定(幼稚園に通う満

3 歳以上児)の減少傾向が続いており、共働きで働く家庭が引き続き増加

している状況が伺える。 

・十分な保育の質・量を提供するためには、保育士の人材確保が重要である

ため、保育士等人材バンク事業に取り組み、18人がマッチング。 

地域子ども・ 

子育て支援事業 

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、子育て短期支援事

業や乳児家庭全戸訪問事業、つどいの広場など、事業を休止・中止したも

のもあったが、感染防止対策を行い、安心安全なサービス提供に努めた。 

・子育て短期支援事業では、令和 5年 12月から新たな委託先を増やしたこ

とで受け入れ状況は改善。 

・放課後児童健全育成事業では、待機児童解消に向けて、施設整備を進める

とともに、定員に余裕がある校区の学童保育所に送迎する校区外送迎事

業や、2年間のモデル事業として認定こども園等による夏休みの児童預か

り事業を実施。さらに、令和 5年度から学童保育の預かり時間を午後 6時

までから午後 7 時までに延長し、午後 6 時半を超えて開所する施設を対

象とした処遇改善事業に取り組んだ。 

・病児・病後児保育事業では、市が委託する病児・病後児保育施設のほかに、

市内の企業主導型病児・病後児保育事業の利用も可能となり、受入れ枠が

拡大。福岡県の病児保育利用料無償化事業に伴い、令和 5 年 4 月から県

内居住者の利用料が無償化されたことにより、利用者数は大きく増加。 

その他 

・令和 5 年 1 月からは、国の出産・子育て応援交付金事業に基づき、妊娠

期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即し

た必要な支援につなぐ伴走型の相談支援と経済的支援を一体的に行う事

業に取り組んでいる。そうした中、医療機関において産婦の心身のケアや

育児のサポート等を行う産後ケア事業の利用者数は年々増加傾向。 

・このほか、妊婦歯科健診や新生児聴覚検査費助成事業、産婦健診などの 

新たな母子保健事業も開始。 

・令和 4 年度から、子ども家庭総合支援拠点事業を開始し、体制の強化を

図るとともに関係機関と連携し相談支援の充実にも取り組んだ。 

・令和 5 年度から、ひとり親家庭の自立支援として、養育費に関する公正

証書等の作成費用の一部を支援する事業を実施。 

・令和 6年 4月にこども家庭センターを設置し、包括的な相談体制を強化。 

・令和 7年 1月から、子ども医療費の助成額を拡充。 

・児童手当について、令和 6年 10月分から所得制限の撤廃や支給対象年齢

の延長、第 3 子以降の手当額の増額、支給月の変更等の拡充が行われた

ことに伴い、対象者へ周知を図るとともに対応を行った。 
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（２）子ども・子育て会議からの主な意見 

第 2期大牟田市子ども・子育て支援事業計画を推進するにあたっては、毎年度の 

実施状況を点検・評価し、子ども・子育て会議から意見をいただいています。 
 

保育人材の確保 

・保育士等人材バンク事業について、もっと PRを行いマッチングができる

ようにしてもらいたい。学童保育所の整備を行っても、学童保育所に勤め

る職員がいなければ意味がないので、職員確保の支援をしてもらいたい。 

・保育士体験イベントに加えて現場実習も行うことができれば、求職者・事

業者双方にメリットがあっていいのではないか。 

・保育士等人材バンク事業以外にも、新卒の学生や潜在保育士を対象とし

て保育所・認定こども園・幼稚園の就職説明会を行うなど、人材確保に向

けた取組を考えてもらいたい。 

・各施設で十分な保育が行えるよう、保育人材の確保については更なる努

力をしてもらいたい。 

教育・保育施設

の利用定員 

・新型コロナウイルス感染症の感染が拡大した影響で少子化が加速してお

り、地域によっては教育・保育施設の入所者が減っているところもある。

大牟田には保育所・認定こども園・幼稚園がそれぞれあり、施設を選べる

環境にあるが、そういう環境を維持していくためには、利用定員の見直し

も必要ではないか。 

学童保育 

の充実 

・高学年になると定員の関係で利用できなくなったり、学童施設がない校

区もあったりする。今後、学童保育の更なる充実を図ってもらいたい。 

・待機児童が発生している中でも、学童保育所のない校区においては、送迎

事業はあるものの違う校区に行かなければならない煩雑さを理由に利用

の辞退や、高学年の児童が利用したくても利用できないケースがある。 

・現在取り組んでいる待機児童対策において、潜在的なニーズにも対応し

てもらいたい。 

こどもの 

居場所づくり 

・こどもたちの放課後をより豊かにするためには、国の新・放課後子ども総

合プランで放課後子供教室が推進されているように、こどもの居場所づ

くりも必要ではないか。 

・児童館や児童センターのような場所がなぜ大牟田にはないのか。身近に、

こどもたちの足で行くことができ、こどもたちが十分に交流できる場所

を確保してもらいたい。そういうところがあって、地域住民がしっかり見

守ってくれるような状態ができれば、安心してこどもを産み育てられる

まちになるのではないか。 

こども・子育て

の情報発信 

・大牟田市公式 LINEの登録促進を繰り返し行ってもらい、情報発信に努め

てもらいたい。保護者が、市が実施している事業が伝わっていない。保護

者に市の事業がうまく伝わるような工夫をしてもらいたい。 

・LINEだけでなく、インスタグラムや Xなど、市のアカウントを登録や 

フォローしなくても、関心が高い情報として表示されるような別のツー

ルの活用を検討してほしい。 
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 ４ 基礎調査結果からみえる現状 

就学前児童の保護者、小学 5年生とその保護者、中学 2年生とその保護者、若者を

対象とした WEB アンケート調査を実施し、その対象者及び家族の生活実態や結婚や

子をもつ希望、子育てに係るニーズの把握を行いました。 

＜ 調査方法 ＞ 

調査対象 調査方法 対象者数 調査項目 

就学前児童

保護者 

案内文を郵送し、

web フォームで 

回答 

令和 6年 4月 1日時点

で5歳以下の子がいる

世帯すべて 

約 2,900人 

保護者の就労状況、 

子育て支援事業等の利用状況、 

子育て情報の入手先、 

有効な子育て支援策、 

次の子をもつ希望、 

一時預かり事業の利用状況 など 

小学 5年生、 

中学 2年生 

学校を通じて 

案内文を配布し、

web フォームで 

回答 

小学 5年生 約 850人 

中学 2年生 約 900人 

食事･睡眠の状況、生活満足度、 

インターネットの利用状況、 

悩みや相談先、自分の居場所、 

ヤングケアラー、 

子どもの権利に関すること など 

小学 5年生、 

中学 2年生 

の保護者 

学校を通じて 

案内文を配布し、

web フォームで 

回答 

小学 5年生の保護者 

約 850人 

中学 2年生の保護者 

約 900人 

就労状況、こどもとの関わり方、 

教育、こどもの体験活動、 

子育て情報の入手先、 

有効な子育て支援策 など 

若者 ①案内文を郵送 

②学校を通じて 

web フォームで 

回答 

①市内在住 15～39 歳

の市民 

無作為抽出2,000人 

②市内の高校に通う

高校生 約3,900人 

職業、自分の居場所、 

学校（仕事）以外の活動、 

職業についての考え方、 

結婚や子をもつ希望、 

ヤングケアラー など 

 

＜ 調査期間 ＞ 

令和 6年 7月 1日から令和 6年 7月 22日 

 

＜ 回答状況 ＞ 

調査対象 配布数 回答数 回答率 

就学前児童保護者 約 2,900人 1,127件 約 38.9％ 

小学 5年生、中学 2年生 約 1,750人 893件 約 51.0％ 

小学 5年生、中学 2年生の保護者 約 1,750人 319件 約 18.2％ 

若者 約 5,900人 1,749件 約 29.6％ 
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（１）子育て世帯やこどもの生活状況 

主に子育てを行っているのは「父母ともに」が、就学前児童がいる世帯で 60.9%と

前回（平成 30年度）の調査結果（53.7%）より高くなっており、小学 5年生又は中学

2年生がいる世帯でも 62.1%となっています。 

また、回答者は、就学前児童がいる世帯と小学 5年生又は中学 2 年生がいる世帯と

もに母が約 9割であり、回答者の就業状況で『就労していない』※割合が、就学前児

童がいる世帯で 20.1%と前回（平成 30年度）の調査結果（25.6%）より低くなってお

り、小学 5年生又は中学 2年生がいる世帯では 11.2%となっています。 

一方、今回初めての調査となった世帯の年間収入(給与の総支給額)は、各世帯とも

300万円未満の世帯が全体の 1割を超えています。 

加えて、直近 1 年でおこった経済的理由による出来事について、「貯金がなくなっ

た」と答えた世帯が、就学前児童がいる世帯で 24.2%、小学 5年生又は中学 2年生が

いる世帯で 15.4%となっています。 
 

① 子育て世帯 
 

 就学前児童がいる世帯 小学 5 年生又は中学 2 年生がいる世帯 

こどもの数 

（高校生まで） 

「1人」：51.2%、「2人」：26.6% 

「3人以上」：22.2% 

「1人」：31.6%、「2人」：36.3% 

「3人以上」：32.1% 

有配偶率 91.5% 86.8% 

アンケートの 

回答者 

「母」：87.0% 

「父」：12.8% 

「母」：89.0% 

「父」：10.7% 

子育てを主に 

行っている者 

「父母ともに」：60.9% 

「主に母親」：37.8% 

「父母ともに」：62.1% 

「主に母親」：34.8% 

回答者の 

就労状況 

「専業主婦／主夫」：13.5% 

「無職」：0.6% 

「専業主婦／主夫」：10.3% 

「無職」：0.9% 

世帯全体の 

年間収入 

「200～300万円未満」：7.0% 

「200万円未満」：5.4% 

「200～300万円未満」：5.3% 

「200万円未満」：8.2% 

経済的理由に 

よる出来事 

「貯金がなくなった」：24.2% 

「医療機関の受診を控えた」：16.5% 

「あてはまるものはない」：52.5% 

「貯金がなくなった」：15.4% 

「医療機関の受診を控えた」：8.2% 

「あてはまるものはない」：67.1% 

※ 『就労していない』…「専業主婦／主夫」「無職」の合計 
 

② こども（小学 5年生又は中学 2年生） 
 

食事の状況 

＜週に 3日以上食事をしていない割合＞ 

「夕食」：1.3%、「学校が休みの時の昼食」：6.6% 

⇒食べない理由…「用意されていないから」：9.5% 

インターネット

が使える機械の

所有状況 

「自分専用で持っている」：77.7% 

「家族で同じものを使っている」：13.8% 

「持っていない」：7.5% 
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（２）子育てに係る支援の利用状況など 

未就園児の預かりサービス「一時預かり事業」「ファミリー・サポート・センター」

と、「つどいの広場」の利用実績については、過去の調査結果（一時預かり事業 2.4%、 

ファミリー・サポート・センター1.0%、つどいの広場 9.1%）より、いずれも高くなっ

ています。 

また、子育てに有効な支援・対策については、就学前児童がいる世帯で「経済的負

担の軽減」が 83.5%と前回（平成 30年度）の調査結果（58.4%）より大幅に増えてお

り、小学 5年生又は中学 2年生がいる世帯でも 72.1%となっています。なお、就学前

児童がいる世帯における上位 3つの項目は前回と同様の結果となっています。 
 

 就学前児童がいる世帯 小学 5 年生又は中学 2 年生がいる世帯 

未就園児の 

預かりサービス 

保育所や幼稚園等に通園している 

割合：81.7% 

＜未就園児がいる世帯のうち、預かり 

サービスを利用したことがある割合＞ 

「一時預かり事業」：4.4% 

「ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ」：6.7% 

 

つどいの広場 
＜利用したことがある割合＞ 

42.1% 
 

子育てに関する 

相談先 

「祖父母等の親族」：72.5% 

「友人や知人、近所の人」：53.2% 

「保育士・幼稚園教諭」：35.4% 

「祖父母等の親族」：64.6% 

「友人や知人、近所の人」：55.2% 

「学校の先生」：13.2% 

子育て情報の 

入手方法 

「友人や知人、近所の人」：64.2% 

「ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ（SNS含む）」：62.2% 

「保育所･認定こども園･幼稚園･学校」：58.4% 

「友人や知人、近所の人」：67.4% 

「ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ（SNS 含む）」：47.0% 

「親族」：35.4% 

子育てに有効な

支援・対策 

「経済的負担の軽減」：83.5% 

「仕事と子育てが両立しやすい 

職場環境づくりの促進」：28.7% 

「安心に遊べる場の整備」：27.3% 

「保育・幼児教育サービスの充実」：25.2% 

「経済的負担の軽減」：72.1% 

「小中学期における 

教育環境の充実」：37.6% 

「安心に遊べる場の整備」：24.1% 

「仕事と子育てが両立しやすい 

職場環境づくりの促進」： 18.8% 
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（３）こども・若者の困りごとなど 

① こども・若者の相談先や居場所など 
 

悩みや困りごとの相談方法は、小学 5年生又は中学 2年生では対面、若者では SNS

やメールなどの非対面が支持されています。 

また、保護者がこどもに参加させたい活動は、いずれにおいても「スポーツ活動」

が 1 位、「ものづくりなど体験学習活動」、「仕事・職業体験」が上位 3 つに入ってい

ます。 
 

 小学 5年生又は中学 2年生 若者（15～39歳） 

悩みや困りごと

の相談相手 

「親（保護者）」：69.8% 

「学校の友だち」：57.7% 

「学校の先生（保健室の先生以外）」：27.5% 

＜家族や知り合い以外に相談する場合、

どのような人や場所・方法が良いか＞ 

「同じ悩みを持っている人」：44.1% 

「同世代の人」：40.5% 

「同性の人」：19.0% 

「匿名で相談できる」：18.3% 

「SNSやメールなどで相談できる」：14.9% 

悩みや困りごと

の相談方法 

「直接会って」：67.1% 

「電話」：19.4% 

「SNS（LINE、X）など）」：16.9% 

居場所 

「自分の家（部屋以外）」：65.1% 

「自分の部屋」：52.7% 

「学校」：20.2% 

「自分の部屋」：72.0% 

「自分の家（部屋以外）」：56.0% 

「ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ空間」：12.8% 

 就学前児童がいる世帯 小学 5 年生又は中学 2 年生がいる世帯 

こどもに 

参加させたい 

活動 

「スポーツ活動」：68.0% 

「ものづくりなど体験学習活動」：40.0% 

「仕事・職業体験」：35.8% 

「スポーツ活動」：56.7% 

「仕事・職業体験」：47.0% 

「ものづくりなど体験学習活動」：39.2% 

 

② ヤングケアラーについて 
 

ヤングケアラーの認知度は、小学 5 年生又は中学 2 年生より若者の方が高くなっ

ており、小学 5年生又は中学 2年生の 70.1%がヤングケアラーという言葉を「聞いた

ことはない」としています。 
 

 小学 5年生又は中学 2年生 若者（15～39歳） 

お世話の有無 

＜お世話をしている家族がいるか＞ 

週に 3 日以上、1 日に 3 時間以上、

自分が中心となってお世話をしてい

る家族（犬や猫は除く）がいる割合：

1.3% 

＜ケアラー若しくはケアラーだったか＞ 

「現在、ヤングケアラーもしくは 

若者ケアラーである」：4.2% 

「かつてはそうであったが、今は 

そうではない」：3.6% 

ヤングケアラー

の認知度 

「内容も知っている」：11.8% 

「聞いたことはあるが、 

よく知らない」：15.5% 

「聞いたことはない」：70.1% 

「内容も知っている」：34.0% 

「聞いたことはあるが、 

よく知らない」： 20.2% 

「聞いたことはない」：45.3% 
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（４）結婚や子をもつ希望 

出会いのキッカケは、「職場、学校」「友人・知人からの紹介」に次いで、「マッチ

ングアプリやインターネット空間」が高くなっています。 

また、今後、子をもつことにあたっての悩みや不安については、就学前児童がいる

世帯では『経済的負担』※が高く、若者では「結婚相手に出会えるか不安」が 42.5%

と最も高く、次いで『経済的負担』※となっています。 
 

 就学前児童がいる世帯 若者（15～39歳） 

結婚の希望  

「結婚したいと思う」：57.9% 

「結婚したいと思わない」：12.9% 

「わからない」：28.0% 

出会いの 

キッカケ 

「職場、学校」：36.5% 

「友人・知人からの紹介」：32.6% 

「ﾏｯﾁﾝｸﾞｱﾌﾟﾘやｲﾝﾀｰﾈｯﾄ空間」：7.5% 

結婚歴あり：5.2% 

＜出会いのキッカケ＞ 

「職場、学校」：37.4% 

「友人・知人からの紹介」：23.1% 

「ﾏｯﾁﾝｸﾞｱﾌﾟﾘやｲﾝﾀｰﾈｯﾄ空間」：17.6% 

結婚の決め手や

重視したいこと 

「相手の自分への愛情」：43.6% 

「価値観が似ていること」：39.3% 

「自分の相手への愛情」：29.2% 

※「お互いの相性」は選択肢になし。 

「お互いの相性」：63.3% 

「相手の自分への愛情」：59.0% 

「価値観が似ていること」：36.3% 

「自分の相手への愛情」：27.3% 

子をもつ 

希望 

＜次の子が欲しいと思うか＞ 

「思う」：35.8% 

「思わない」：42.1% 

「わからない」：20.9% 

＜将来的に子が欲しいと思うか＞ 

「思う」：53.7% 

「思わない」：14.9% 

「わからない」：30.5% 

子をもつに 

あたっての 

悩みや不安 

＜次の子をもうけるにあたっての悩みや不安＞ 

「育児・教育に係る経済的負担」：55.4% 

「妊娠・出産に係る経済的負担」：44.6% 

「上の子がいながら育てるのが不安」：39.9% 

「結婚相手に出会えるか不安」：42.5% 

「育児・教育に係る経済的負担」：29.9% 

「妊娠・出産に係る経済的負担」：24.5% 

※ 『経済的負担』…「育児・教育に係る経済的負担」「妊娠・出産に係る経済的負担」の合計 
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（５）本市の印象や定住意向 

「子育てしやすいと思うか」については、就学前児童がいる世帯で 40.4%と前回(平

成 30 年度)の調査結果（56.8%）より低くなっており、小学 5 年生又は中学 2 年生が

いる世帯でも 51.1%となっています。一方、若者では 63.7%となっています。 

なお、「子育てしやすいと思わない理由」については、いずれにおいても「こども

の遊び場・居場所が少ない」が上位 3つに入っています。また、就学前児童がいる世

帯と小学 5年生又は中学 2年生がいる世帯では「自治体の子育て支援策が少ない」が

高くなっており、若者では「治安が悪い」が高くなっています。 
 

① 子育て世帯 
 

 就学前児童がいる世帯 小学 5 年生又は中学 2 年生がいる世帯 

市応援条例の 

認知度 
22.4% 24.8% 

子どもの権利の 

認知度 
60.1% 64.6% 

本市の評価 

「子育てしやすさ」 

『そう思う』※：40.4% 

『そう思わない』※：59.0% 

＜子育てしやすいと思う理由＞ 

「保育所等が充実している」：60.0% 

「医療機関が充実している」：30.1% 

「商業施設が充実している」：14.5% 

＜子育てしやすいと思わない理由＞ 

「自治体の子育て支援策が少ない」：49.5% 

「こどもの遊び場・居場所が少ない」：48.1% 

「商業施設が充実していない」：19.8% 

『そう思う』※：51.1% 

『そう思わない』※：48.6% 

＜子育てしやすいと思う理由＞ 

「保育所等が充実している」：35.6% 

「医療機関が充実している」：28.8% 

「こどもの習い事や活動場所がある」：17.2% 

＜子育てしやすいと思わない理由＞ 

「こどもの遊び場・居場所が少ない」：36.1% 

「自治体の子育て支援策が少ない」：34.2% 

「道路や公共施設内等が歩きにくい」：23.9% 

定住意向 

『そう思う』※：61.2% 

『そう思わない』※：25.6% 

「わからない」：12.5% 

『そう思う』※：63.3% 

『そう思わない』※：19.8% 

「わからない」：16.3% 

※ 『そう思う』…「そう思う」「どちらかといえばそう思う」の合計、 

『そう思わない』…「そう思わない」「どちらかといえばそう思わない」の合計 

  



22 

 

② こども（小学 5年生又は中学 2年生）、若者（15～39歳） 
 

 小学 5年生又は中学 2年生 若者（15～39歳） 

市応援条例の 

認知度 
13.3% 10.1% 

子どもの権利の 

認知度 
60.4% 66.4% 

大人への 

意見の伝え方 

＜大人に対して意見や伝えたいことが

ある時、どんな方法が伝えやすいか＞ 

「直接伝える、話す」：38.2% 

「アンケート」：22.8% 

「SNSやメール」：18.7% 

＜こどもや若者の声を聴くにあたって、

どんな方法なら参加したいと思うか＞ 

「直接伝える、話す」：11.4% 

「アンケート」：41.1% 

「SNSやメール」：36.6% 

本市の評価 

「子育てしやすさ」 
 

『そう思う』※：63.7% 

『そう思わない』※：35.2% 

＜子育てしやすいと思う理由＞ 

「保育所等が充実している」：36.9% 

「こどもの習い事や活動場所がある」：19.0% 

「医療機関が充実している」：16.8% 

＜子育てしやすいと思わない理由＞ 

「治安が悪い」：45.1% 

「こどもの遊び場・居場所が少ない」：25.5% 

「商業施設が充実していない」：18.8% 

定住意向 

『そう思う』※：62.3% 

『そう思わない』※：19.2% 

「わからない」：17.6% 

『そう思う』※：33.7% 

『そう思わない』※：37.1% 

「わからない」：28.0% 

※ 『そう思う』…「そう思う」「どちらかといえばそう思う」の合計、 

『そう思わない』…「そう思わない」「どちらかといえばそう思わない」の合計 
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 ５ 今後の本市におけるこども施策の課題 

本市ではこれまで、幼児期の学校教育・保育の総合的な提供や無償化、地域のこど

も・子育て支援の充実、妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援の推進、児童虐

待防止対策の強化など、国における総合的なこども・子育て支援の取組の推進と合わ

せて、様々な支援策に取り組んできました。 

今般、こども基本法に基づく「こども大綱」、そして、具体的な取組の一元的なア

クションプランが決定されました。そこで、これらの国の動向において示されたこど

も施策に関する重要事項を踏まえ、本市の状況や基礎調査結果からみえる現状をもと

に、以下の 5つの視点で主な課題を整理しました。 
 

（１）子育て支援の充実 

核家族化や地域とのつながりの希薄化などにより、妊産婦やその家族を支える力が

弱くなっています。全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができる環境の

整備が喫緊の課題であり、妊娠期から子育て期において、それぞれの段階に対応した

支援や、サービスの情報や助言が子育て世帯に伝わり理解されるように支援の充実を

図ることが重要となっています。 

そうしたことから、国においては、親の育児負担の軽減や孤独感の解消に繋げるこ

と等を目的とする「こども誰でも通園制度」の本格実施や「こども家庭センター」の

設置などを推進しています。本市においても、18 歳未満のこどもがいる世帯の核家

族化が進行しているとともに、子育てに関する相談対応も増加していることから、全

ての妊産婦・子育て世帯・こどもの包括的な相談支援体制の充実などに、引き続き対

応していく必要があります。 

あわせて、本市の女性就業率は国・県よりも高く、保護者の就労率も増加傾向にあ

るなど、共働き家庭が増加していることから、働きながら子育てしやすい環境づくり

や子育てへの身体的・精神的負担軽減に向けたレスパイト支援が必要となっていま

す。子育てを主に行う者として「父母ともに」が増加傾向にあるものの、調査回答者

の約 9割は「母」であり、男性職員の育児休業取得率は向上しているものの、女性職

員とは大きく差があることから、以前として子育てに係る負担が女性に偏っている状

況が伺えます。そのため、安心して仕事と子育ての両立ができる職場環境づくりの促

進や、学童保育における待機児童解消に向けた取組が重要な課題となっています。 

さらに、子育て世帯の定住意向の向上や「子育てしやすいまち」と思われるために

は、経済的負担の軽減やこどもの遊び場・居場所の確保に向けた取組などの子育て支

援策の充実が求められている一方、市の取組が伝わっていないという意見があること

から、子育て支援策の充実と合わせて、こども・子育てに係る情報発信を強化してい

く取組が必要となっています。 
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国の動向など 

＜こども大綱におけるこども施策に関する重要事項＞ 

・妊娠前から妊娠期、出産、幼児期までの切れ目ない保健・医療の確保 

・子育てや教育に関する経済的負担の軽減 

・地域子育て支援、家庭教育支援 

・共働き・共育ての推進       など 

＜その他＞ 

・令和 4年 6月の児童福祉法改正により、全ての妊産婦・子育て世帯・ 

こどもの包括的な相談支援等を行う「こども家庭センター」の設置が 

努力義務化 

・「こども誰でも通園制度」を令和 7年度に制度化し、令和 8年度から 

本格実施することとしている 

 

本市の状況 

 

・18歳未満のこどもがいる世帯における核家族の割合が増加 

・令和 6年 4月にこども家庭センターを設置し、包括的な相談体制を強化 

・児童家庭相談室（現：こども家庭センター）の対応延べ件数が増加 

・女性の就業率は国や県よりも高い 

・育児休業の取得率は、女性職員がほぼ 100%なのに対し、男性職員は増加

傾向にあるものの女性との差が大きい 

・教育・保育施設は待機児童ゼロを継続、学童保育は待機児童が発生 

基礎調査 

＜子育てへの関与＞ 

・回答者が「母」の割合は、就学前児童の保護者で 87.0%、 

小中学生の保護者で 89.0% 

・主に子育てを行っている者は「父母ともに」が増加傾向 

＜子育てに有効な支援・対策＞ 

・「経済的負担の軽減」が就学前児童の保護者で 83.5%（1位）、 

小中学生の保護者で 72.1%（1位） 

・「遊べる場の整備」「育児休業の取得など、仕事と子育てが両立しやすい職

場環境づくりの促進」が就学前児童・小中学生の保護者両方で上位 4 つ

に入る 

＜本市が子育てしやすいと思わない理由＞ 

・「自治体の子育て支援策が少ない」が就学前児童の保護者で 49.5%（1位）、

小中学生の保護者で 34.2%（2位） 

・「こどもの遊び場・居場所が少ない」が就学前児童の保護者で 48.1%（2位）、

小中学生の保護者で 36.1%（1位） 

＜本市に住み続けたいと思わない理由＞ 

・「自治体の子育て支援策が少ない」が就学前児童の保護者で 48.6%（1位）、

小中学生の保護者で 27.0%（2位） 
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（２）良好な成育環境の確保 

国では、良好な成育環境を確保し、貧困と格差の解消を図るために、困難な状況に

あるこども・若者や家庭を誰一人取り残さず、その特性や支援ニーズに応じてきめ細

かい支援や合理的配慮を行っていくこととされています。 

本市では、児童虐待対応相談件数は減少しているものの、子育てに係る相談対応の

延べ件数は令和 2年度以降、増加傾向にあります。あわせて、就学前児童や小中学生

のいる世帯の 1割以上が「ひとり親世帯」や「世帯年収が 300万円未満」と回答して

いるとともに、夕食や学校が休みの時の昼食を週に 3 日以上食べていない子もいる

など、こどもの置かれている状況は深刻なものとなっています。 

また、児童発達支援や放課後等デイサービス等の利用者が増えるなど、支援が必要

な児童生徒は増加傾向にあります。発達障害のあるこどもは、早期から発達段階に応

じた一貫した支援を行っていくことが重要であり、特に乳幼児期に適切な支援を受け

ることで、情緒不安や不適応行動等の二次障害への防止にも繋がることから、障害児

への対応とあわせて、発達が気になるこどもに対する早い段階での相談や支援を進め

る必要があります。 

さらに、国がヤングケアラーを各種支援に努めるべき対象と定め、本市においても

支援体制の構築が求められています。しかしながら、本市におけるヤングケアラーの

認知度は、小中学生で約 4人に 1人、若者で約半数となっており、まだ、十分認知さ

れていない状況となっています。 
 

国の動向など 

＜こども大綱におけるこども施策に関する重要事項＞ 

・こどもの貧困対策、障害児支援・医療的ケア児等への支援 

・児童虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの支援 など 

＜その他＞ 

・子ども・若者育成推進法の改正により、国や地方公共団体等が各種支援に

努めるべき対象にヤングケアラーが明記 

・ひとり親家庭の相対的貧困率 50.8%、母子世帯の 80%以上が就業している

が、非正規の平均年間就労収入は約 133万円（内閣府男女共同参画局） 

・貧困線※は単身者約 124万円、2人世帯約 175万円、3人世帯約 215万円、

4人世帯約 248万円（厚生労働省 2018年公表） 

本市の状況 
・児童家庭相談の対応延べ件数や児童発達支援等が増加傾向 

・支援が必要な児童生徒が増加傾向 

基礎調査 

・有配偶率は、就学前児童の保護者で 91.5%、小中学生の保護者で 86.8% 

・世帯全体の年間収入における「300万円未満の割合」が 

就学前児童の保護者で 12.4%、小中学生の保護者で 13.5% 

・小学 5 年生と中学 2 年生において、週に 3 日以上食事をしていない割合

が「夕食」で 1.3%、「学校が休みの時の昼食」で 6.6% 

＜ヤングケアラー＞ 

・小中学生で週 3日以上、1 日に 3時間以上、家族（犬や猫等は除く）の 

お世話をしていると回答した割合は 1.3% 

・ヤングケアラーの認知度は、「内容も知っている」が小中学生で 11.8%、

若者で 34.0%、「聞いたことはある」が小中学生で 15.5%、若者で 20.2% 

・若者におけるヤングケアラーの経験は、「現在もケアラーである」が 4.2%、

「かつてそうであったが、今はそうでない」が 3.6% 

※世帯員数の差を調整した手取り収入の中央値の半額。年収 300万円で手取り収入は約 237万円 
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（３）教育・保育の充実 

 

 ① 幼児教育・保育 

共働き世帯の増加や就労形態の多様化が進む中、本市の保育所、認定こども園、幼

稚園においては待機児童ゼロを維持しており、安心して幼児教育・保育を受けられる

環境が整っています。一方で、国において保育士の配置基準の見直しが進められる中、

保育人材の確保が一層重要となっています。また、全国の保育施設における重大事故

は増加傾向にあり、安全対策の充実・強化が求められています。 

あわせて、学びや生活の基盤をつくる幼児教育と小学校教育の接続に向け、引き続

き幼保小の連携を推進していく必要があります。 
 

国の動向など 

＜こども大綱におけるこども施策に関する重要事項＞ 

・幼児期までのこどもの成長の保障と遊びの充実 

＜その他＞ 

・保育士の配置基準の見直し 

・幼児教育・保育施設における安全に配慮した環境整備 

・保育人材確保が喫緊の課題 

・一人一人の多様性に配慮した上で全てのこどもに学びや生活の基盤を 

育むことを目指し、「幼保小の架け橋プログラム」を推進 

 

本市の状況 

 

・保育所、認定こども園、幼稚園の待機児童ゼロを継続中 

・子育てニーズが多様化する中、公立保育所の充実に向けた検討を進めて

いる 

・保育人材の確保に向けて、保育所等人材バンク事業を実施している 

・業務の ICT化や安全対策を行う保育所等への補助事業を実施している 

基礎調査 
＜子育てに有効な支援・対策＞ 

・就学前児童の保護者で「保育・幼児教育サービスの充実」が 25.2%（4位） 

 

  ② 学校教育 

本市では SDGｓ（持続可能な開発目標）の達成に向けて ESD(持続可能な開発のため

の教育)に取り組んでおり、持続可能な社会の造り手となる児童生徒の育成を進めて

います。今後も、各学校の地域や児童生徒の実態を踏まえ、市民団体や地元企業、団

体等と連携し、各学校が目指す SDGs の達成に向けて、ESD の充実を図る必要があり

ます。 

また、近年の全国学力・学習状況調査の結果を踏まえ、個々の学力の実態に応じた

指導を行い、学力の確実な定着を図るとともに、学ぶ意欲を高めていく必要がありま

す。 

加えて、全国で不登校児童生徒数が過去最多となる中、国においては、誰一人取り

残されない学びの保障に向けた不登校対策「COCOLO プラン」を策定し、学びの保障

や多様な学びの実現に向けた取組が強化されています。本市においても、不登校児童

生徒へ、国が進める「COCOLOプラン」に対応した、多様な学びの場を確保するととも

に児童生徒とその保護者等に寄り添った相談対応や関係機関とのネットワークを活

用した支援や児童生徒一人一人の多様な教育的ニーズに応じた支援の充実が必要と

なっています。  
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国の動向など 

＜こども大綱におけるこども施策に関する重要事項＞ 

・こどもが安心して過ごし学ぶことのできる質の高い公教育の再生等 

・いじめ防止、不登校のこどもへの支援 など 

＜その他＞ 

・令和 5 年 3 月に、誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策

「COCOLOプラン」、10月に「不登校・いじめ緊急対策パッケージ」を示す 

 

本市の状況 

 

・市立小・中・特別支援学校がそれぞれの地域特性を活かしながら、ESD(持

続可能な開発のための教育)に取り組んでいる 

・教育相談は増加傾向 

・文部科学省の「COCOLO プラン」に示された「スペシャルサポートルーム

等」としての「ハートフルルーム」を設置 

・様々な理由で登校することが難しい児童生徒の学校外の居場所としての

「サテライトスペース」を開設 

・学びの多様化学校として、夜間中学「ほしぞら分校」を設置 

基礎調査 
＜子育てに有効な支援・対策＞ 

・小中学生の保護者で「小中学期における教育環境の充実」が 37.6%（2位） 

 

  ③ 社会教育 

地縁的なつながりや人との関係の希薄化、仕事と子育ての両立の難しさによる時間

的精神的ゆとりのなさ等、親や家庭を取り巻く状況も大きく変化しており、家庭教育

の大切さを社会全体で考え、支援していくことが大切となっています。本市における

調査においても、社会教育分野において特に力を入れるべき取組として「家庭教育の

支援」が求められています。 

また、体験活動は豊かな人間性や生きる力の基盤、こどもの成長の糧としての役割

が期待されており、本市での基礎調査においても保護者が子に参加させたい活動とし

て、体験学習活動等のニーズが高い状況です。こうした中、地区公民館等において

様々な体験活動を実施しているものの、十分に情報が行き届いていないことから、こ

どもや若者を対象とした体験活動等のさらなる機会づくりに取り組むとともに、効果

的な情報発信を行うことが必要となっています。 
 

国の動向など 

＜こども大綱におけるこども施策に関する重要事項＞ 

・家庭教育支援  ・居場所づくり、遊びや体験活動の推進 など 

＜その他＞ 

・文部科学省が家庭教育支援チームの設置を促進 

・こどもの体験活動の場や機会が減少していることを受け、企業等とも 

連携したリアルな体験活動の推進に向け、推進方策を検討 

 

本市の状況 

 

・少子・高齢化社会における教育行政の在り方として、行政が特に力を入れ

るべき取組として、過半数の市民が「家庭教育の支援」と回答 

・こどもや中高生、若者を対象とした体験活動等を進めている 

・小中学校において、水曜日の午後を研修や会議などの時間としており、 

水曜日の放課後におけるこどもの居場所への対応が必要 

基礎調査 

＜子育てに有効な支援・対策＞ 

・小中学生の保護者で「小中学期における教育環境の充実」が 37.6%（2位） 

＜こどもに参加させたい活動＞ 

・就学前児童の保護者で「スポーツ体験」が 68.0%（1 位）、「ものづくりな

ど体験学習活動」が 40.0%（2位）、「仕事・職業体験」が 35.8%（3位） 

・小中学生の保護者で「スポーツ体験」が 56.7%（1位）、「仕事・職業体験」

が 47.0%（2位）、「ものづくりなど体験学習活動」が 39.2%（3位） 
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（４）少子化対策・若者支援 

国においては、次元の異なる少子化対策の実現に向け、若い世代の生活基盤の安定

や結婚・子育てに関する希望の形成と実現などに取り組むこととされています。 

本市においても、人口減少対策が喫緊の課題となっており、特に新型コロナウイル

ス感染症の感染が拡大した令和 2年以降は、婚姻数・出生数ともに大幅に減少してい

ます。一方で、未婚の若者では 6割弱が今後結婚したいと回答し、半数以上が将来的

に子を持ちたい希望を持っているとともに、就学前児童がいる保護者で 3 人に 1 人

以上が次の子をもうけることを希望しています。 

しかしながら、出会いや出産・育児等の経済的負担が子をもつにあたっての悩みや

不安となっていることから、結婚を希望する人に対する出会いや交流の機会づくり

や、若い世代の生活基盤の安定への支援に向けた取組が必要となっています。 

また、自殺やひきこもり等、様々な社会背景に共通することとして、こども・若者

についても孤独・孤立の問題が一層顕在化してきており、本市でも若者の約 4%が現

在もケアラーであると回答していることから、若者の社会的自立や社会参画への支援

が必要となっています。 
 

国の動向など 

＜こども大綱におけるこども施策に関する重要事項＞ 

・結婚を希望する方への支援、結婚に伴う新生活への支援 

・就労支援、雇用と経済的基盤の安定 

・悩みや不安を抱える若者やその家族に対する相談体制の充実 

・こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組 

＜その他＞ 

・ひきこもり状態にある 15～39歳の推計数は 54.1万人（内閣府調査） 

・子ども・若者育成推進法の改正により、国や地方公共団体等が各種支援に

努めるべき対象にヤングケアラーが明記 

 

本市の状況 

 

・総人口は年々減少しており、年少人口も減少 

・婚姻数・出生数ともに、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大した 

令和 2年以降に大幅に減少 

基礎調査 

・こどもの数は、就学前児童の保護者で「1人」が 51.2%、「2人」が 26.6%、

「3 人以上」が 22.2%、小中学生の保護者で「1 人」が 31.6%、「2 人」が

36.3%、「3人以上」が 32.1% 

・未婚の若者における「結婚したいと思う」割合は 57.9% 

・子をもつ希望は、若者で 53.7%、就学前児童の保護者で次の子を欲しいと

思う割合が 35.8% 

＜子をもつにあたっての悩みや不安＞ 

・就学前児童の保護者で「育児・教育の経済的負担」が 55.4%（1位）、 

「妊娠・出産の経済的負担」が 44.6%（2位） 

・若者で「結婚相手に出会えるか不安」が 42.5%（1位）、「育児・教育の経

済的負担」が 29.9%（2位）、「妊娠・出産の経済的負担」が 24.5%（3位） 

＜ヤングケアラー＞ 

・若者におけるヤングケアラーの経験は、「現在もケアラーである」が 4.2%、

「かつてそうであったが、今はそうでない」が 3.6% 
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（５）こども・若者の権利の保障と意見の反映 

令和 5年 4月に「こども基本法」が施行され、基本理念として、全てのこどもにつ

いて、権利の保障や意見の尊重、多様な社会的活動に参画する機会の確保などが定め

られました。本市においても、令和 6 年 1 月に「大牟田市子ども・子育て応援条例」

を施行し、基本理念として「子どもの有する権利を十分に尊重すること」などを定め

ており、市の責務として、こどもの視点や意見を反映させていくことが重要となって

います。 

「子どもの権利」の認知度はいずれにおいても 6 割以上となっているものの、「大

牟田市子ども・子育て応援条例」の認知度はまだまだ低い状況となっています。こど

もが持つ権利を尊重し、こどもの利益を第一に考えながら、まち全体でこどもの成長

と子育てを応援していくためには、引き続き、この条例の理念をこどもと子育てを応

援していく役割をもつ地域住民等に広く周知し、理解・実践へとつなげていく取組が

重要となっています。 
 

国の動向など 

＜こども大綱におけるこども施策に関する重要事項＞ 

・こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有等 

（こどもの教育、養育の場におけるこどもの権利に関する理解促進等） 

＜こども大綱におけるこども施策を推進するために必要な事項＞ 

・こども・若者の社会参画・意見反映 

 

本市の状況 

 

＜大牟田市子ども・子育て応援条例＞ 

・令和 6年 1月に施行 

・基本理念は「子どもの有する権利を十分に尊重し、子どもの最善の利益を

第一に考えること」「協働で子ども・子育ての応援に取り組むこと」 

・市の責務として、「子どもの視点や意見を反映させて子ども施策に係る取

組を推進」等を規定 

基礎調査 

＜大牟田市子ども・子育て応援条例の認知度＞ 

・就学前児童の保護者で 22.4%、小中学生の保護者で 24.8%、 

小中学生で 13.3%、若者で 10.1% 

＜子どもの権利の認知度＞ 

・就学前児童の保護者で 60.1%、小中学生の保護者で 64.6%、 

小中学生で 60.4%、若者で 66.4% 

＜大人への意見の伝え方＞ 

・小中学生で「アンケート」が 22.8%（3位）、「SNSやメール」が 18.7% 

（4位）、「直接伝える、話す」が 38.2%（1位） 

・若者で「アンケート」が 41.1%（1位）、「SNSやメール」が 36.6%（2位）、

「直接伝える、話す」が 11.4%（5位） 
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第３章    基本目標と具体的な取組 

 

１ 基本目標 

第 7次大牟田市総合計画との整合を図り、「未来を担う心豊かで元気な“こども”

が育まれるまち」を本計画の基本目標とします。 

 

２ 基本施策 

基本目標の達成に向け、以下の 4つの基本施策を掲げます。 

 

１．“こども”と子育てを応援するまちをみんなで創る 

こども・若者が権利の主体であることやこども・子育てを応援するためにそれぞ

れが担う役割を社会全体で共有するとともに、当事者であるこども・若者や子育て

世帯の視点を尊重し、その意見を聴き、事業や取組に反映します。 

 

２．安心して“こども” を産み、育てることができる環境づくり 

市民の生活スタイルや多様なニーズに応じて、結婚・妊娠・出産・子育ての切れ

目ない支援の充実を図ります。 

 

３．持続可能な社会の創り手となる“こども”の育成 

知育・徳育・体育のバランスが取れた教育を推進するとともに、安心して学べ、

地域とともにある学校づくりに取り組みます。また、児童生徒の豊かな学びを実現

できるよう、学校教育環境を充実させます。 

 

４．地域や社会における“こども”の育成と若者の支援 

次世代を担うこどもたちが将来においての自己実現ができる取組、学びを通じて

人々のつながりを作り出し、地域で自ら行動する人づくりに取り組みます。また、

こどもの成長を支える環境の整備や若者の社会参画の支援に取り組みます。 
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 ３ ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）との関連性 

ＳＤＧｓは、持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）の略で、

経済・社会・環境の三側面における新しい価値創出を通して持続可能な開発を実現

することが求められています。 

第 7次大牟田市総合計画と同様、本計画の推進にあたっては、ＳＤＧｓとの関連

を意識し、市民・団体・事業者等によるＳＤＧｓを推進する取組との連携、支援を

行うことで、中長期を見通した持続可能なまちづくりに取り組むこととします。 
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 ４ 施策体系図 
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 ５ 各施策の取組内容 

＊内容がまとまり次第、掲載。 

基本施策ごとに、成果指標と目標値、施策推進の視点の内容、主な事業や取組などに

ついて記載予定。 

以下、各施策の取組内容の体系イメージ。 
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第４章   量の見込み及び提供体制（確保方策） 

 

１ 根拠法令 

子ども・子育て支援法第 61 条及び第 62 条において、市町村及び都道府県は、国が

示す基本指針に即して、5年を 1期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業

の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画（市町村子

ども・子育て支援事業計画）を定めるものとされており、自治体こども計画と一体的に

策定できるものとされています。 

量の見込み及び提供体制（確保方策）については、対象となる児童人口を推計し、事

業ごとに対象児童の推計人口と過去実績（新たな事業は類似事業の取組状況）を加味し

て算出します。 

 

２ 教育・保育 

（１）提供区域の設定 

子ども・子育て支援法に基づく基本指針において、市は教育・保育を提供するため

に、保護者やこどもが居宅等から容易に移動することが可能な区域を定めることとし

ています。 

本市では、保育所等の整備にあたり、教育・保育ニーズの状況に応じ、全市域で 

柔軟に教育・保育の提供を行うため市全域を 1つの区域と定めています。 

 

（２）保育の必要性の認定 

子ども・子育て支援法では、就学前の教育・保育を受けることを希望する全ての保

護者の申請に基づいて、市町村が客観的基準に基づき、保育の必要性の有無や必要量

を認定した上で、給付を行う仕組みとなっています。 
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◆ 認定区分 ◆ 

認定区分 年 齢 保育の必要性※ 対象施設・事業 

1号認定 3～5歳 
なし 

（幼児教育のみ利用） 
幼稚園・認定こども園 

2号認定 3～5歳 あり 保育所・認定こども園 

3号認定 0～2歳 あり 保育所・認定こども園・地域型保育事業 

※ 保育の必要性は保護者の就労や疾病等により家庭において必要な保育を受けることが困難で

ある場合に認定されます。 

 

◆ 教育・保育に係る対象施設及び事業 ◆ 

施 設 概 要 

特定教育 

・保育施設 

幼稚園 
学校教育法に基づき満 3歳から小学校就学前までのこどもの幼

児期の学校教育を行う施設。 

保育所 
保護者の就労や病気等により、家庭でこどもの保育が出来ない 

場合に、0歳から小学校就学前までのこどもを保育する施設。 

認定こども園 
保育所と幼稚園の両方の機能を持つ施設。幼児期の学校教育と 

保育を一体的に提供する。幼保連携型や幼稚園型などがある。 

確認を受け 

ない幼稚園 

上記以外の 

幼稚園 

子ども・子育て支援新制度に移行せず、私学助成等により運営

を行う幼稚園のこと。 

特定地域型保育事業 

市町村の認可事業で、多様な施設や事業の中から利用者が選択

できる仕組み。小規模保育（利用定員 6～19人）、家庭的保育

（同 5人以下）、居宅訪問型保育、事業所内保育がある。 

企業主導型保育施設 

企業が従業員の働き方に応じた柔軟な保育サービスを提供する 

ために設置し、国が助成を行う保育事業。従業員のこども以外

のこどもを受け入れる地域枠を設置することができる。 

届出保育施設  
保育を行うことを目的とする施設で、市に届出を出し、乳幼児

を保育している施設。 
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◆ 本市における保育所・認定こども園・幼稚園の設置状況（令和 6年 4月 1日現在）◆ 

中学校区 

(8 校区) 

小学校区 

(19 校区) 保育所 

(22 ヶ所) 定員数 

幼稚園 

(4 ヶ所) 定員数 

認定こども園 

(9 ヶ所) 定員数 （就学前児童数） 

(3,753 人) (2,090 人) (250 人) (1,316 人) 

宅峰 

みなと (230 人) 

竹の子保育園 (90 人) 大鳥幼稚園       

不知火保育園 (90 人) ※Ｈ30.4.1～休園       

天領 (255 人) 

天領保育所 (80 人)         

緑保育所 (70 人)         

大牟田 

中央 
(365 人) 

上官保育園 (110 人)     若草幼稚園 (220 人) 

       たから幼稚園 (189 人) 

       めぐみ幼稚園 (135 人) 

       大牟田天使幼稚園 (82 人) 

宮原 

駛馬 (193 人) 

くるみ保育園 (70 人)         

小鳩保育園 (60 人)     はやめ幼稚園 (101 人) 

天の原 (134 人) 

笹原保育所 (60 人)         

萩尾保育園 (50 人)         

玉川 (39 人)            

松原 

大正 (207 人) 小浜保育所 (170 人)         

中友 (119 人) 光円寺保育園 (80 人)     光の子幼稚園 (90 人) 

白光 

明治 (197 人) 中町保育園 (70 人) 明治幼稚園 (130 人)     

白川 (242 人) 日の出保育所 (160 人)     しらかわ幼稚園 (80 人) 

歴木 

平原 (132 人) みずほ保育園 (110 人)       

高取 (92 人) 高取保育園 (90 人)   高取聖マリア幼稚園 (230 人) 

三池 (250 人) 

歴木保育所 (100 人)         

田隈 

三池保育園 (110 人)         

羽山台 (189 人) 草木保育園 (120 人)         

銀水 (337 人) 

久福木の森保育園 (80 人) 銀水幼稚園 (60 人)     

橘 

       大牟田たちばな幼稚園 (189 人) 

上内 (15 人)            

吉野 (264 人) 白銀保育所 (180 人)         

甘木 

倉永 (137 人) 青龍保育園 (70 人) 吉野天使幼稚園 (60 人)     

手鎌 (356 人) 白鷲保育園 (70 人)         

※ 定員数は利用定員数（銀水幼稚園は認可定員数） 
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（３）各認定区分に応じた量の見込み・提供量（確保方策） 

1 号認定は、現状十分な提供体制があることから既存の幼稚園及び認定こども園

（幼稚園機能部分）で対応します。 

2号認定及び 3号認定は、既存の認定こども園（保育機能部分）や保育所の弾力的

運用を行い、更に、3号認定は、認定こども園の 0歳児受け入れの推進及び企業主導

型保育事業の地域枠の活用により対応します。 

 子ども・子育て支援新制度では、認定こども園の普及の観点から、認定こども園

への移行を希望する幼稚園・保育所があれば、認可・認定基準を満たす限り、原則認

可認定を行うことになっています。本市においても、保護者の就労形態に捉われるこ

となく、子どもの発達段階に応じたより質の高い教育・保育が提供できるよう、認定

こども園への移行支援を行います。 

（単位：人/日） 

 1号認定 2号認定 
3号認定 

1・2歳 0歳 

令
和
７
年
度 

児童数（推計） 1,921 1,100 518 

量の見込み 503 1,456 833 362 

提
供
量
（
確
保
方
策
） 

特定教育 

・保育施設 

保育所・認定こども

園・幼稚園 
815 1,493 969 350 

確認を受け 

ない幼稚園 

上記以外の 

幼稚園 
0    

特定地域型 

保育事業 

小規模、家庭的 

居宅訪問型、 

事業所内等 

0 0 0 0 

企業主導型保育施設の地域枠   26 16 

合 計  815 1,493 995 366 

令
和
８
年
度 

児童数（推計） 1,773 1,073 503 

量の見込み 465 1,344 812 351 

提
供
量
（
確
保
方
策
） 

特定教育 

・保育施設 

保育所・認定こども

園・幼稚園 
815 1,493 969 350 

確認を受け 

ない幼稚園 

上記以外の 

幼稚園 
0    

特定地域型 

保育事業 

小規模、家庭的 

居宅訪問型、 

事業所内等 

0 0 0 0 

企業主導型保育施設の地域枠   26 16 

合 計  815 1,493 995 366 
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（単位：人/日） 

  

 1号認定 2号認定 
3号認定 

1・2歳 0歳 

令
和
９
年
度 

児童数（推計） 1,701 1,046 490 

量の見込み 446 1,289 792 342 

提
供
量
（
確
保
方
策
） 

特定教育 

・保育施設 

保育所・認定こども

園・幼稚園 
815 1,493 969 350 

確認を受け 

ない幼稚園 

上記以外の 

幼稚園 
0    

特定地域型 

保育事業 

小規模、家庭的 

居宅訪問型、 

事業所内等 

0 0 0 0 

企業主導型保育施設の地域枠   26 16 

合 計  815 1,493 995 366 

令
和
１
０
年
度 

児童数（推計） 1,625 1,021 480 

量の見込み 426 1,232 773 335 

提
供
量
（
確
保
方
策
） 

特定教育 

・保育施設 

保育所・認定こども

園・幼稚園 
815 1,493 969 350 

確認を受け 

ない幼稚園 

上記以外の 

幼稚園 
0    

特定地域型 

保育事業 

小規模、家庭的 

居宅訪問型、 

事業所内等 

0 0 0 0 

企業主導型保育施設の地域枠   26 16 

合 計  815 1,493 995 366 

令
和
１
１
年
度 

児童数（推計） 1,587 997 471 

量の見込み 416 1,203 755 329 

提
供
量
（
確
保
方
策
） 

特定教育 

・保育施設 

保育所・認定こども

園・幼稚園 
815 1,493 969 350 

確認を受け 

ない幼稚園 

上記以外の 

幼稚園 
0    

特定地域型 

保育事業 

小規模、家庭的 

居宅訪問型、 

事業所内等 

0 0 0 0 

企業主導型保育施設の地域枠   26 16 

合 計  815 1,493 995 366 
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 ３ 地域子ども・子育て支援事業 

子ども・子育て支援法第 59 条に定める地域子ども・子育て支援事業について、現状

と量の見込みの算出方法、確保方策の内容を設定します。 

 事 業 名 事 業 概 要 

１ 
一時預かり事業 
・幼稚園型 
・幼稚園型以外 

<幼 稚 園 型 >幼稚園や認定こども園（幼稚園機能部分）において、通常
の教育時間の前後や長期休業日等に在園児を預かる 

<幼稚園型以外>保育所、子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・セン
ター）、子育て短期支援事業（トワイライトステイ）において、
保護者が病気や急用の場合等に、一時的にこどもを預かる 

２ 
延長保育事業 
（時間外保育事業） 

認定こども園（保育機能部分）や保育所において、通常の開所時間を延長
して保育を実施する 

３ 利用者支援事業 
利用者が教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよ
う、身近な場所で情報の収集と提供を行い、必要に応じ相談・援助等を行
うとともに、関係機関との連絡調整等により支援する 

４ 
放課後児童健全育成事業 
（学童保育所・学童クラブ） 

保護者が就労により家庭にいない児童等に対して、放課後等に適切な遊びや生
活の場を提供し、その健全育成を図る 

５ 
子育て短期支援事業 
（ショートステイ） 

保護者の疾病や仕事等により、家庭で養育を受けることが一時的に困難に 
なった児童について、児童養護施設等において必要な預かりを行う 

６ 
乳児家庭全戸訪問事業 
（こんにちは赤ちゃん事業） 

すべての乳児のいる家庭を訪問することにより、子育てに関する情報の提
供や乳児及びその保護者の心身の状況・養育環境の把握を行うほか、養育
相談や助言その他の援助を行う 

７ 

養育支援訪問事業 
乳児家庭全戸訪問事業等により把握した支援することが特に必要と認めら
れる乳幼児や保護者等に対し、養育が適切に行われるよう当該居宅におい
て、養育に関する相談、指導・助言、その他必要な支援を行う 

子どもを守る地域ネット
ワーク機能強化事業 

子ども支援ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）の機能強化を図る
ため、調整機関職員やネットワーク構成員（関係機関）の専門性向上と、
連携強化のための取組を実施する 

８ 
地域子育て支援拠点事業 
（つどいの広場） 

3歳以下の乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育
てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う 

９ 病児・病後児保育事業 
こどもが病気等で保育所等に預けられないが、保護者が就労等で家庭での
保育が難しい時に、こどもを医療機関等に併設した施設で預かる 

10 
ファミリー・サポート・
センター事業 
（子育て援助活動支援事業） 

乳幼児又は小学生を対象に、育児の援助をしたい者と育児の援助を受けた
い者からなる会員組織であり、こどもの預かりを主とした相互援助活動を
行う 

11 妊婦健康診査 妊娠中に定期的な健康診査を行うことにより、母児の健康管理を行う 

12 
実費徴収に係る補足給付
を行う事業 

教育・保育施設において、実費徴収を行うことができるとされている食事
の提供に要する費用及び日用品、文房具等の購入に要する費用等につい
て、低所得世帯を対象にその費用の一部を補助する 

13 
多様な主体が本制度に参
入することを促進するた
めの事業 

多様な新規事業者の参入を支援するほか、私立認定こども園における特別
な支援が必要なこどもの受入体制を構築するために、職員の加配に必要な
費用の一部を補助する 

14 子育て世帯訪問支援事業 
家事・子育て等に不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦等の家庭を支援
員が訪問し、家事や育児の支援や子育てに関する相談・助言等を行う 

15 児童育成支援拠点事業 
家庭や学校に居場所のない児童等の居場所となる場を開設し、生活習慣の
形成や学習のサポート、食事の提供等を行うとともに、関係機関へのつな
ぎ等を行う 

16 親子関係形成支援事業 
児童との関わり方や子育てに悩みや不安を抱える保護者及びその児童に対
し、相談及び助言を実施するとともに、保護者同士が情報交換できる場を
設ける等その他の必要な支援を行う 

17 妊婦等包括相談支援事業 
妊婦・その配偶者等に対して面談等により情報提供や相談等（伴走型相談
支援）を行う 

18 産後ケア事業 
出産後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、安心して 
子育てができる支援体制の確保を行う 

19 
乳児等通園支援事業 
（こども誰でも通園制度） 

就労要件を問わず時間単位等で保育所や認定こども園等を柔軟に利用でき
る新たな制度（満 3歳未満で保育所等に通っていないこどもを対象、月一
定時間まで利用でき、利用料は一時預かり事業と同水準の想定） 

※12・13は、事業の特性や本市における状況等を加味し、量の見込みは定めない 
※14・15・16・19は、検討中であり、第３回以降に提示予定 
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（１）一時預かり事業 

① 一時預かり事業（幼稚園型） 

【 現状 と 量の見込みの算出方法 】 

令和 5年度は、幼稚園 3か所、認定こども園 9か所のすべての施設で実施してお

り、その中で市の補助を受けているのは、幼稚園 2か所、認定こども園 5か所です。 

対象年齢における過去 5か年の平均利用割合と推計人口を勘案し、量の見込みを

算出します。 
（単位：人日／年） 

 
実 績 推 計 

令和５年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令和 11年度 

量の見込み 48,408 51,018 47,095 45,171 43,145 42,132 

確保方策 48,408 51,018 47,095 45,171 43,145 42,132 

 

【 確保方策の内容 】 

市の補助事業に加え、私学助成による預かり保育や自主事業による預かりを含め

た事業の実施により対応します。 
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② 一時預かり事業（幼稚園型以外） 

【 現状 と 量の見込みの算出方法 】 

令和 5年度は、一時預かり事業を保育所 6か所、ファミリー・サポート・センタ

ー事業（子育て援助活動支援事業）を社会福祉法人に委託して 1 か所、子育て短期

支援事業（トワイライトステイ）を社会福祉法人及び民間施設（令和 5年 12月か

ら）に委託して 2か所で実施しています。 

子育て短期支援事業以外については、対象年齢における過去 5 か年の平均利用割

合と推計人口を勘案し、量の見込みを算出します。 

子育て短期支援事業は、令和 6年 4～7月の平均利用割合と推計人口を勘案し、量

の見込みを算出します。 
（単位：人日／年） 

 
実 績 推 計 

令和５年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令和 11年度 

量の見込み 1,059  1,203 1,137 1,095 1,059 1,031 

 一時預かり事業 791  803 760 735 710 693 

 
ファミリー・サポート・センター事業

(子育て援助活動支援事業) 
260 373 352 336 325 315 

 
子育て短期支援事業 

（トワイライトステイ） 
8  27 25 24 24 23 

確保方策 1,059 1,203 1,137 1,095 1,059 1,031 

 一時預かり事業 791  803 760 735 710 693 

 
ファミリー・サポート・センター事業

(子育て援助活動支援事業) 
260  373 352 336 325 315 

 
子育て短期支援事業 

（トワイライトステイ） 
8  27 25 24 24 23 

 

【 確保方策の内容 】 

一時預かり事業は、保育所及び認定こども園において、実施施設 6か所での確保

を図ります。ファミリー・サポート・センターは 1か所、トワイライトステイは 2

か所で今後も継続して実施します。 
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（２）延長保育事業（時間外保育事業） 

 

【 現状 と 量の見込みの算出方法 】 

令和 5年度は、保育所 21か所、認定こども園 9か所で実施しており、その中で市

の補助を受けているのは、保育所 7か所、認定こども園 1か所です。 

対象年齢における過去 5か年の平均利用割合と推計人口を勘案し、量の見込みを

算出します。 
（単位：人／日） 

 
実 績 推 計 

令和５年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令和 11年度 

量の見込み 429 400 379 366 353 345 

確保方策 429 400 379 366 353 345 
 

【 確保方策の内容 】 

市の補助事業に加え、自主事業による事業の実施により対応します。 

 

（３）利用者支援事業 

 

【 現状 と 量の見込みの算出方法 】 

事業形態は、基本型（独立した事業として行われている形態）、特定型（行政の一

環として行われる側面が強い形態）、こども家庭センター型（主として市町村保健セ

ンター等で専門職が支援や連携を行う形態）の 3種類があり、令和 5年度は特定型

を 1か所、母子保健型（令和 6年度からこども家庭センター型へ移行）を 1か所実

施しています。 

また、中学校区に 1か所を目安に地域子育て相談機関（実施場所は保育所、幼稚

園、認定こども園等）の整備に努めることとされています。 

特定型、こども家庭センター型ともに 1か所を量の見込みとして設定します。 
（単位：箇所） 

 
実 績 推 計 

令和５年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令和 11年度 

量の見込み 2 2 2 2 2 2 

 特定型 1 1 1 1 1 1 

 こども家庭センター型 1 1 1 1 1 1 

確保方策 2 2 2 2 2 2 

 特定型 1 1 1 1 1 1 

 こども家庭センター型 1 1 1 1 1 1 

【 確保方策の内容 】 

特定型、こども家庭センター型ともに 1か所で、継続して事業を実施します。 

地域子育て相談機関は、つどいの広場に確保するとともに、中学校の適正規模・

適正配置による再編整備を踏まえ、各中学校区への整備を検討していきます。 
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（４）放課後児童健全育成事業（学童保育所・学童クラブ） 

 

【 現状 と 量の見込みの算出方法 】 

令和 5年度は、19 の小学校区のうち 17校区に学童保育所・学童クラブを設置し

ており、未設置の 2校区で児童送迎事業を実施しています。利用希望者すべての入

所に対応できず、4 月 1日時点で 33人の待機児童が発生しています。 

校区別・学年別に過去 5か年の平均利用割合と推計人口を勘案し、合算すること

で、量の見込みを算出します。 
（単位：人／日） 

 
実 績 推 計 

令和５年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令和 11年度 

量の見込み 852 1,094 1,138 1,129 1,106 1,059 

 １年生 324 371 354 313 311 280 

 ２年生 262 321 324 314 279 280 

 ３年生 171 226 248 253 247 223 

 ４年生 69 107 129 147 152 149 

 ５年生 20 48 58 67 78 82 

 ６年生 6 21 25 35 39 45 

定  員 840 1,000 1,040 1,040 1,000 1,000 

確保方策 902 1,100 1,144 1,144 1,100 1,100 
 

【 確保方策の内容 】 

学童保育所の施設整備による定員の拡充や安全を確保した上での定員を超えた受

入など、校区の状況に応じた待機児童対策を図ります。 

 

（５）子育て短期支援事業（ショートステイ） 

 

【 現状 と 量の見込みの算出方法 】 

令和 5年度は、社会福祉法人及び民間施設（令和 5年 12月から）に委託して 

2ヵ所で実施しています。 

対象年齢における令和 6年 4～7月の平均利用希望割合と推計人口を勘案し、 

量の見込みを算出します。 
（単位：人日／年） 

 
実 績 推 計 

令和５年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令和 11年度 

量の見込み 62 279 267 256 247 237 

確保方策 62 279 267 256 247 237 

【 確保方策の内容 】 

社会福祉法人及び民間施設において、今後も継続して実施します。 
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（６）乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） 

 

【 現状 と 量の見込みの算出方法 】 

生後 4か月頃までの乳児がいる全家庭を、助産師・保健師が訪問しています。妊

婦等包括相談支援事業における出産前後の伴走型相談支援の機会として家庭訪問を

行い、情報提供や相談等を行います。 

0歳児の推計人口を量の見込みとして設定します。 

（単位：人／年） 

 
実 績 推 計 

令和 5年度 令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 令和 10年度 令和 11年度 

量の見込み 531 518 503 490 480 471 

確保方策 531 518 503 490 480 471 
 

【 確保方策の内容 】 

今後も継続して実施します。 

実施機関：大牟田市子ども家庭課、福岡県助産師会 

 

（７）養育支援訪問事業、子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 

① 養育支援訪問事業  

【 現状 と 量の見込みの算出方法 】 

支援が必要な乳幼児と保護者を対象に、保健師が家庭を訪問し、子育てに関する

相談、保健指導、助言を行っています。 

 出生数・人口は減少するものの、要支援家庭は現状程度で推移すると想定し、過

去 5か年（令和元～5年度）の訪問世帯数及び延べ訪問数の平均値を量の見込みと

して設定します。 

（単位：件／年） 

 

実 績 推 計 

令和元～5年度

平均値 
令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令和 11年度 

量の 

見込み 

訪問世帯数 210 210 210 210 210 210 

延べ訪問数 472 472 472 472 472 472 

確保 

方策 

訪問世帯数 210 210 210 210 210 210 

延べ訪問数 472 472 472 472 472 472 
 

【 確保方策の内容 】 

今後も継続して実施します。 
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② 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業  

【 確保方策の内容 】 

児童虐待の発生予防、早期発見・早期対応のための研修や啓発活動を実施すると

ともに、支援対象児童等に関する情報の共有、支援方針の協議、ケースの進行管理

を行っており、今後も継続して実施します。 

 

（８）地域子育て支援拠点事業（つどいの広場） 

 

【 現状 と 量の見込みの算出方法 】 

本市ではつどいの広場として 1か所「えるる」で実施しています。また、本市で

は類似事業として地区公民館で実施している「子育てふれあい広場」や子育てサー

クル等が独自に行っている交流等があります。 

対象年齢における過去 5か年の平均利用割合と推計人口を勘案し、量の見込みを

算出します。 
（単位：件／年、箇所） 

 
実 績 推 計 

令和５年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令和 11年度 

量の見込み 362 342 321 307 294 282 

確保方策 1 1 1 1 1 1 
 

【 確保方策の内容 】 

今後も継続して「えるる」で実施するとともに、さらなるニーズに対応するため

に追加の整備を検討します。 

 

（９）病児・病後児保育事業 

 

【 現状 と 量の見込みの算出方法 】 

令和 5年度は、学校法人への委託と民間施設の計 2か所で実施しています。令和

5年 4月から福岡県事業により、福岡県内居住者は利用料が無料となっています。 

令和 5年度の平均利用割合と令和 6年度の伸び率、対象年齢における推計人口を

勘案し、量の見込みを算出します。 
（単位：人日／年） 

 
実 績 推 計 

令和５年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令和 11年度 

量の見込み 1,121 1,559 1,540 1,526 1,514 1,500 

確保方策 2,610 4,606 4,606 4,606 4,606 4,606 

 

【 確保方策の内容 】 

今後も継続して、学校法人と民間施設の 2か所で実施します。 
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（10）ファミリー・サポート・センター事業（子育て援助活動支援事業） 

 

【 現状 と 量の見込みの算出方法 】 

本市では 1か所で実施しており、会員数は 779人（内訳：依頼会員 623人、提供

会員 131人、両方会員 25人）です。 

対象年齢における過去 5か年の平均利用割合と推計人口を勘案し、量の見込みを

算出します。 

単位：人日／年 

 
実 績 推 計 

令和５年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令和 11年度 

量の見込み 557 538 513 489 461 433 

確保方策 557 538 513 489 461 433 
 

【 確保方策の内容 】 

今後も継続して 1か所で実施します。 

 

（11）妊婦健康診査 

 

【 現状 と 量の見込みの算出方法 】 

母子健康手帳交付時に妊婦健康診査受診券を交付しています。 

令和 5年の平均健診回数 12.2回に、0歳児の推計人口を勘案し、量の見込みを 

算出します。 

単位：人／年、回／年 

 
実 績 推 計 

令和５年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令和 11年度 

量の 

見込み 

受診対象者数 519 518 503 490 480 471 

健診回数 6,339 6,320 6,137 5,978 5,856 5,746 

対応策 健診回数 6,339 6,320 6,137 5,978 5,856 5,746 
 

【 確保方策の内容 】 

今後も母子健康手帳交付時に妊婦健康診査受診券を交付します。受診券は福岡

県・熊本県・佐賀県・大分県の医療機関と福岡県内の助産所で使用できます。受診

券が使用できない地域で受診した場合は、申請により基準額を上限として助成を行

います。 

検査項目：妊娠時期に応じた検査を実施 

実施時期（望ましい基準）：妊娠初期から妊娠 23週まで  概ね 4週間に 1回 

妊娠 24週から妊娠 35週まで 概ね 2週間に 1回 

妊娠 36週から出産まで    概ね 1週間に 1回 
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（12）実費徴収に係る補足給付を行う事業 

 

【 確保方策の内容 】 

新制度に移行していない幼稚園に在籍する低所得世帯の負担軽減を図るため、 

副食費補助の実施を図ります。 

 

（13）多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 

 

【 確保方策の内容 】 

適切な教育・保育を提供するため、特別な支援が必要なこどもを受け入れる私立

認定こども園の設置者に対して、国の制度内容を踏まえ、職員の加配に必要な費用

の補助の実施を図ります。 

 

（14）子育て世帯訪問支援事業 

 

【 現状 と 量の見込みの算出方法 】 

子ども支援ネットワーク（要対協）において継続支援している世帯のうち、家事

支援等が必要とされる家庭を勘案し、量の見込みを算出します。 

（単位：人・日／年） 

 
推 計 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令和 11年度 

量の見込み      

確保方策      
 

【 確保方策の内容 】 

子ども支援ネットワークにおける相談支援や妊婦等包括相談支援事業との連携に

よる実施を図ります。 

 

（15）児童育成支援拠点事業 

 

【 確保方策の内容 】 

本市では、社会福祉協議会が地域公益活動協議会とともに、不登校児童の居場所

となるような場が令和 6年度に開設されています。また、社会福祉協議会において

は生活困窮世帯（生活保護受給世帯を含む）のこどもを対象に、学習支援を通じた

生活習慣の習得や居場所としての機能を包括した支援も行っています。 

これらの取組を踏まえ、市としての本事業の必要性を検討します。 

 

 

検 討 中 

検 討 中 
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（16）親子関係形成支援事業 

 

【 確保方策の内容 】 

りんどう学園や福岡県大牟田児童相談所において、福岡県事業の一環としてペア

レント・トレーニング等が実施されています。また、本市では、発達障害のある子

の保護者等が集まる場「りりあん」を実施しています。 

支援が必要なケースについては、これらの類似事業を案内して対応します。 

 

（17）妊婦等包括相談支援事業 

 

【 現状 と 量の見込みの算出方法 】 

出産・子育て応援交付金（出産応援ギフト：妊婦 1人につき 5 万円、子育て応援

ギフト：生まれたお子さん 1人につき 5万円）と一体として、妊娠期から出産・子

育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴

走型の相談支援を実施しています。 

令和 7年度より、妊婦のための支援給付（妊婦であることの認定後に 5万円支

給。その後、妊娠しているこどもの人数×5万円支給）と一体として、妊婦・その

配偶者等に対して面談等により情報提供や相談等（伴走型相談支援）を行います。 

0歳児の推計人口を量の見込みとして設定します。 
（単位：人／年） 

 
推 計 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令和 11年度 

量の見込み 518 503 490 480 471 

確保方策 518 503 490 480 471 
 

【 確保方策の内容 】 

今後も継続して、妊婦のための支援給付と一体として実施します。 

 

  

検 討 中 
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（18）産後ケア事業 

 

【 現状 と 量の見込みの算出方法 】 

市内及び荒尾市の産科医療機関の計 5か所で、実施しています。 

0歳児における過去 5か年の平均利用割合と推計人口を勘案し、量の見込みを 

算出します。 
（単位：人／年） 

 
推 計 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令和 11年度 

量の見込み 29 33 37 41 45 

確保方策 29 33 37 41 45 
 

【 確保方策の内容 】 

今後も継続して実施します。 

 

（19）乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度） 

 

【 現状 と 量の見込みの算出方法 】 

本市では、類似事業である一時預かり事業を保育所 5か所で実施しています。 

このことを踏まえ、0～2歳児の保護者に対して一時預かり事業の利用実績と利用

していない理由をアンケート調査し、その結果と 0～2歳児の推計人口を勘案して、

量の見込みを算出します。 

（単位：人日／年） 

 
推 計 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令和 11年度 

量の見込み      

確保方策      
 

【 確保方策の内容 】 

一時預かり事業での対応を図りつつ、国が実施しているモデル事業等の動向を注

視しながら、実施を検討します。 

 

 

 

 

検 討 中 


